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第8次行政改革大綱（骨子）について 

 

第８次行政改革を進めるに当たりの骨子は次のとおりです。 

１． 第８次行政改革大綱の骨子について 

背 景 

これまで、新市建設計画事業を着実に実行してきたことなどにより、新市に必要な基盤施設

整備を大きく進めることができた。 

今後、人口減少、少子化、高齢化がますます進行していくとともに、合併に伴う特例措置が

終了するなどの厳しい財政状況においては、人口規模に見合った施設の配置などを行うととも

に、真に必要な行政サービスは何かをこれまで以上に精査する必要がある。また、そのような

状況を打破するために第７次総合計画で目指す『多治見らしさ』を将来に引き継ぐ組織作りが

必要となる。 

さらに、市内各地域からの市に対する行政サービスへの要望は多種多様なものとなっており、

市だけでは期待されるサービスに対応しきれない状況にある。そのため、これらの行政サービ

ス要望に対し、対応可能なものについては、事業者、ボランティア、ＮＰＯなどでも対応して

もらうことなどが必要となってくる。また、これまで行ってきた５Ｓをさらに推進し、職場環

境の改善を図ることで生産性の向上に努めていくことが重要である。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併特例措置の終了 

・合併特例債の終了 

・合併算定替の影響 

７次総を実現するための 

健全な財政状況 

市全体で見た施設の 

適正配置 

〇少子化  （将来の歳入も少ない） 

〇高齢化  （扶助費の増加） 

〇人口減少 （労働人口の減少） 

合
併 

合併特例 

新
市
一
体
醸
成 

・陶彩の径    ・陶都通り 

・多治見駅舎   ・新市民病院 

・駅北庁舎    ・根本交流センター 

・新火葬場    ・星ケ台保育園 

・モザイクタイルミュージアム 

財政状況 

春 から 冬 の時代 

要因① 

要因② 

７次総を実現するための 

組織作り・役割分担 

検討の柱 

１.市有施設 

検討の柱 

２.業務改革 
検討の柱 

３.人財・組織 
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２．策定体制について 

上記の検討の柱に即して個別のワーキンググループを設置し、方針づくりを行う。 

① 市有施設の適正配置

② 市有施設の長寿命化

③ 市有地の有効活用

① 業務改善

② 行政サービスの見直し（廃止）

③ 新たな収入確保策

　　

① 組織再編

② 行政サービスの役割分担

③ 人財育成、働き方

行
政
改
革
推
進
本
部

（
本
部
会
議
／
専
門
部
会

）

１．市有施設

新たな収入確保策を検討します。

節約だけに留まらず、事業（市民サービス）の廃止も含め検討します。

市民サービスの向上を目的として、５Ｓをさらに推進し、生産性の向上や働きやすい
職場環境づくりの方法について検討します。

人口減少、少子化、高齢
化、合併特例措置の終了
など、財政運営が厳しく
なっていく中で、健全な
財政運営の維持に努めま
す。

行政改革懇談会（市民委員会）

職員の働き方や人事給与制度を検討します。

人口増加などのための組
織再編、行政サービスの
担い手の見直しなどによ
り、行政サービスの向上
に努めます。

長期的視点で市有施設の管理を行うため、市有施設の大規模修繕手法を検討します。

重複する市有施設の有効活用（統廃合し、その後の活用）を検討します。

市有地で稼ぐ力を検討します。

合併特例債により必要な
施設を整備。高度経済成
長期に建設した公共施設
の老朽化対応、重複した
施設の有効活用に努めま
す。

２．業務改革

３．人財・組織

７次総を実行・実現するために、組織の再編を検討します。

適正な職員（正職員、嘱託職員、臨時職員）、民間委託、NPO、ボランティアなど、
行政サービスを担う役割分担を検討します。

 

 
３．ワーキンググループの人員体制  

ワーキンググループは総括主査級又は課長代理級の職員で構成し、企画防災課職員が事務局

となります。ワーキングでは、その１階層の方針を定めるため、各課の事務を「守る」立場で

はなく、行革を進める「攻める」立場で議論を進めていきます。 

【ワーキングメンバー】 

１．市有施設 
 

２．業務改革 
 

３．人財・組織 

チーフ 公共施設管理室長 
 

チーフ 財政課長 
 

チーフ 人事課長 

サブチーフ 建築住宅課長 
 

サブチーフ 総務課長 
 

サブチーフ 税務課長 

3 公共施設管理室 
 

3 財政課 
 

3 人事課 

4 総務課 
 

4 秘書広報課 
 

4 教育総務課 

5 子ども支援課 
 

5 福祉課 
 

5 高齢福祉課 

6 産業観光課 
 

6 消防総務課 
 

6 企業誘致課 

7 道路河川課 
 

7 環境課 
 

7 市街地整備課 

8 緑化公園課 
 

8 市民課 
 

8 くらし人権課 

9 水道課 
 

9 保健センター 
 

9 下水道課 

10 文化スポーツ課 
 

10 教育推進課 
 

10 都市政策課 

 


